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北九州市告示第２２２号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立門司駅前自転車駐車場、北九州市立門司港駅前自転車駐車場、北

九州市立小倉駅北口自転車駐車場、北九州市立小倉駅南口自転車駐車場、北九

州市立西小倉駅前自転車駐車場、北九州市立南小倉駅前自転車駐車場、北九州

市立朽網駅前自転車駐車場、北九州市立下曽根駅北口自転車駐車場、北九州市

立下曽根駅南口自転車駐車場、北九州市立徳力嵐山口自転車駐車場、北九州市

立若松駅前自転車駐車場、北九州市立若松渡船場前自転車駐車場、北九州市立

八幡駅前自転車駐車場、北九州市立折尾駅北自転車駐車場、北九州市立折尾駅

東自転車駐車場、北九州市立折尾駅前自転車駐車場、北九州市立黒崎駅前自転

車駐車場、北九州市立陣原北自転車駐車場、北九州市立陣原南自転車駐車場、

北九州市立本城駅前自転車駐車場、北九州市立九州工大前駅前自転車駐車場及

び北九州市立戸畑駅前自転車駐車場並びに北九州市立河内自転車貸出し施設に

おける使用料並びに放置自転車の移動及び保管に要した費用の徴収事務を次の

とおり委託した。

  令和５年５月１７日

                    北九州市長 武 内 和 久

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住  所

公益社団法人北九州

市シルバー人材セン

ター

北九州市小倉北区

片野新町一丁目１

番６号

令和５年４月１日から同年

６月３０日まで
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北九州市告示第２２３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７

８条の１１第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和５年５月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７５２

００２９７

デイサービス

おもや 

福岡県遠賀郡遠

賀町松の本三丁

目８９７番１ 

有限会社ます

もと 

令和５年

４月３０

日 

４０７０６

０１２１８

こもり福祉サ

ービス 

北九州市八幡東

区清田二丁目２

番２７号 

株式会社こも

り 

令和５年

４月３０

日 
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工事名 白野江小学校内部及び外壁、屋上防水改修工事
工事場所 北九州市門司区白野江三丁目２番１号
工事内容 学校の内部及び外壁、屋上防水改修工事
工期 請負契約締結の日から令和５年１２月２４日まで
予定価格 １億１，２４２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種
建設工事有資格業者名簿に記載されている工種が建築工事であって、令和３・４年度建設工事
有資格業者名簿に記載されている建築工事の希望順位が第１順位であること。

等級（注２） 令和３・４年度建設工事有資格業者名簿に記載されている建築工事の等級がＡであること。
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成３０年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
建築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和５年５月１５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年６月６日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第３０８号

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和５年６月１日及び同月２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年６月５日　午前９時から午後４時３０分まで

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告の日から令和５年５月２２日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和５年５月２３日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　　令和５年５月１７日

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 恒見町地内（相割川河川改修関連）管渠移設工事
工事場所 北九州市門司区恒見町

工事内容 ＲＳ管　内径３００ミリメートル　管渠
きょ

工（小口径推進）２２メートル
工期 請負契約締結の日から１４０日間
予定価格 ４，４１５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種
令和３・４年度建設工事有資格業者名簿に記載されている工種が土木工事であること。（希望
順位を問わない。）

等級（注２）
令和３・４年度建設工事有資格業者名簿に記載されている土木工事の等級がＡ又はＢであるこ
と。

許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成３０年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注４）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和４年度又は令和５年度に発注した土木工事（推進工事に限る。）を単体又は共同企業体の
　構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
　。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事に限る。）で令和５年５月１５日
　から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
　と。

技術者

（１）　この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
　雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任
　技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができるこ
　と。
（２）　この工事の推進工事期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技
　士資格を有する責任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置するこ
　とができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年６月６日　午前９時

７　入札及び 最低制限価格 設ける。
　契約に関す 入札保証金 免除する。

北九州市上下水道局公告第８６号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和５年５月１７日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　令和５年６月１日及び同月２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年６月５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和５年５月２２日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和５年５月２３日　午前９時から正午まで
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　る条件
契約保証金

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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日明浄化センター沈砂洗浄機械設備改良工事
北九州市小倉北区西港町９６番地の３
日明浄化センター沈砂洗浄機械設備の改良工事
請負契約締結の日から令和６年１０月３０日まで
４億５，０８３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望工種の順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

その他
北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という。）から指名停止
を受けている期間中でないこと。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所、支店又は営業所のいずれもない者であっても競争参加す
ることができる。

実績

次の指名実績（一般競争入札において参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施
工実績を有すること。
ア　指名実績については、次のいずれの条件も満たす本市が発注した公共下水道プラント工事
　（撤去工事及び建築設備工事を除く。以下同じ。）について、単体又は共同企業体の構成員
　として、指名実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は代表構成員で
　あるものに限る。
　（ア）　平成３０年度以降の指名であること。
　（イ）　予定価格が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であるこ
　　と。
　（ウ）　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置
　　工事であること。
　（エ）　沈砂池設備工事であること。
イ　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本下水
　道事業団が発注した公共下水道プラント工事又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建
　築設備工事を除く。以下同じ。）を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企
　業体の構成員としての実績は代表構成員であるものに限る。
　（ア）　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了し
　　ていること。
　（イ）　当初契約金額が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であ
　　ること。
　（ウ）　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置
　　工事であること。
　（エ）　沈砂池設備工事であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。以下同じ。）を専任で
配置することができること。

結成基準

ア　自主結成方式とし、構成員（代表構成員及び代表構成員以外の構成員をいう。以下同じ。
　）の数は２社とする。
イ　各構成員の出資比率は、１００分の３０以上であること。
ウ　構成員は、この工事について単体の有資格業者として競争参加していないこと。
エ　構成員は、この工事について結成された他の共同企業体の構成員でないこと。
ア　出資比率が構成員中最大であること。
イ　北九州市内に、本店、主たる営業所、支店又は営業所のいずれもない者であっても競争参
　加することができる。
ウ　この工事に係る監理技術者を専任で配置することができること。

１　工事概要

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（２）　単体の有資格業者として競争参加を行う場合は、次のいずれにも該当する者であること。

２　競争入札
　参加資格

北九州市上下水道局公告第８７号

　　令和５年５月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

総合評価落札
方式
本件工事の入札は、混合入札（単体の有資格業者又は共同企業体のいずれによっても競争参加することができ
る入札をいう。）の方法により行う。
（１）　次のいずれにも該当する者であること。

（３）　共同企業体として競争参加を行う場合は、次のいずれにも該当する者であること。
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エ　次の指名実績又は施工実績を有すること。
　（ア）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす本市が発注した公共下水道プラン
　　ト工事について、単体又は共同企業体の構成員として、指名実績を有すること。ただし、
　　共同企業体の構成員としての実績は代表構成員であるものに限る。
　　ａ　平成３０年度以降の指名であること。
　　ｂ　予定価格が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であること
　　　。
　　ｃ　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工
　　　事であること。
　　ｄ　沈砂池設備工事であること。
　（イ）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日
　　本下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事又は流域下水道プラント工事を元請と
　　して施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は代表構成員
　　であるものに限る。
　　ａ　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了して
　　　いること。
　　ｂ　当初契約金額が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）である
　　　こと。
　　ｃ　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工
　　　事であること。
　　ｄ　沈砂池設備工事であること。

ア　本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
イ　この工事に係る監理技術者又は主任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る
　。）を専任で配置することができること。
ウ　次の指名実績又は施工実績を有すること。
　（ア）　本市が発注した予定価格が２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を
　　含む。）の公共下水道プラント工事（軽微な工事（注２）を除く。）について、単体又は
　　共同企業体の構成員として、平成３０年度以降の指名実績を有すること。
　（イ）　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了し
　　た本市が発注した予定価格が２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
　　。）の公共下水道プラント工事（軽微な工事（注２）を除く。）について、単体又は共同
　　企業体の構成員として施工実績を有すること。
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
令和５年６月１３日　午前１１時２０分
設けない。
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

注２　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

最低制限価格
入札保証金

契約保証金

８　入札の無
　効

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）この公告の日から令和５年５月２６日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）令和５年５月２９日　午前９時から正午まで

６　開札の場
　所及び日時

場所
日時

（１）　令和５年６月８日及び同月９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年６月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

場所

期間

代表構成員
の条件

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

代表構成員
以外の構成
員の条件
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新町浄化センター２系最終沈殿池機械設備改良工事
北九州市門司区松原三丁目６番１号
新町浄化センター２系最終沈殿池機械設備の改良工事
請負契約締結の日から令和６年３月１５日まで
２億３，３１４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望工種の順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

その他
北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という。）から指名停止
を受けている期間中でないこと。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所、支店又は営業所のいずれもない者であっても競争参加す
ることができる。

実績

次の指名実績（一般競争入札において参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施
工実績を有すること。
ア　指名実績については、次のいずれの条件も満たす本市が発注した公共下水道プラント工事
　（撤去工事及び建築設備工事を除く。以下同じ。）について、単体又は共同企業体の構成員
　として、指名実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は代表構成員で
　あるものに限る。
　（ア）　平成３０年度以降の指名であること。
　（イ）　予定価格が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であるこ
　　と。
　（ウ）　現有水処理能力が２万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置
　　工事であること。
　（エ）　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事
　　であること。

イ　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本下水
　道事業団が発注した公共下水道プラント工事又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建
　築設備工事を除く。以下同じ。）を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企
　業体の構成員としての実績は代表構成員であるものに限る。
　（ア）　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了し
　　ていること。
　（イ）　当初契約金額が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であ
　　ること。
　（ウ）　現有水処理能力が２万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置
　　工事であること。
　（エ）　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事
　　であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。以下同じ。）を専任で
配置することができること。

結成基準

ア　自主結成方式とし、構成員（代表構成員及び代表構成員以外の構成員をいう。以下同じ。
　）の数は２社とする。
イ　各構成員の出資比率は、１００分の３０以上であること。
ウ　構成員は、この工事について単体の有資格業者として競争参加していないこと。
エ　構成員は、この工事について結成された他の共同企業体の構成員でないこと。
ア　出資比率が構成員中最大であること。
イ　北九州市内に、本店、主たる営業所、支店又は営業所のいずれもない者であっても競争参
　加することができる。
ウ　この工事に係る監理技術者を専任で配置することができること。

北九州市上下水道局公告第８８号

　　令和５年５月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

１　工事概要

工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

総合評価落札
方式
本件工事の入札は、混合入札（単体の有資格業者又は共同企業体のいずれによっても競争参加することができ
る入札をいう。）の方法により行う。
（１）　次のいずれにも該当する者であること。

（３）　共同企業体として競争参加を行う場合は、次のいずれにも該当する者であること。

（２）　単体の有資格業者として競争参加を行う場合は、次のいずれにも該当する者であること。

２　競争入札
　参加資格

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

9



エ　次の指名実績又は施工実績を有すること。
　（ア）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす本市が発注した公共下水道プラン
　　ト工事について、単体又は共同企業体の構成員として、指名実績を有すること。ただし、
　　共同企業体の構成員としての実績は代表構成員であるものに限る。
　　ａ　平成３０年度以降の指名であること。
　　ｂ　予定価格が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であること
　　　。
　　ｃ　現有水処理能力が２万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工
　　　事であること。
　　ｄ　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事で
　　　あること。
　（イ）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日
　　本下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事又は流域下水道プラント工事を元請と
　　して施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は代表構成員
　　であるものに限る。
　　ａ　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了して
　　　いること。
　　ｂ　当初契約金額が７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を除く。）である
　　　こと。
　　ｃ　現有水処理能力が２万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工
　　　事であること。
　　ｄ　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事で
　　　あること。

ア　本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
イ　この工事に係る監理技術者又は主任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る
　。）を専任で配置することができること。
ウ　次の指名実績又は施工実績を有すること。
　（ア）　本市が発注した予定価格が２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を
　　含む。）の公共下水道プラント工事（軽微な工事（注２）を除く。）について、単体又は
　　共同企業体の構成員として、平成３０年度以降の指名実績を有すること。
　（イ）　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了し
　　た本市が発注した予定価格が２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む
　　。）の公共下水道プラント工事（軽微な工事（注２）を除く。）について、単体又は共同
　　企業体の構成員として施工実績を有すること。
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
令和５年６月１３日　午前１１時２８分
設けない。
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

代表構成員
以外の構成
員の条件

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

場所

期間

代表構成員
の条件

（１）この公告の日から令和５年５月２６日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）令和５年５月２９日　午前９時から正午まで

６　開札の場
　所及び日時

場所
日時

（１）　令和５年６月８日及び同月９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年６月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

契約保証金

８　入札の無
　効

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

注２　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

最低制限価格
入札保証金
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工事名 皇后崎浄化センター第１処理場２－１系最終沈殿池機械設備改良工事
工事場所 北九州市八幡西区夕原町１番１号
工事内容 皇后崎浄化センター第１処理場２－１系最終沈殿池機械設備の改良工事
工期 請負契約締結の日から令和６年３月２９日まで
予定価格 １億７，４００万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望工種の順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所、支店又は営業所のいずれもない者であっても競争参加す
ることができる。

実績

次の指名実績（一般競争入札で参加資格ありと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局及び
　公営競技局を含む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事
　及び建築設備工事を除く。以下同じ。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指
　名の実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は代表構成員であるもの
　に限る。
　ア　平成３０年度以降の指名であること。
　イ　予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）が、本件工事の予定価格
　　の３分の１以上であること。
　ウ　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工事
　　であること。
　エ　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事であ
　　ること。
（２）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本
　下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事又は流域下水道プラント工事（撤去工事及
　び建築設備工事を除く。）を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の
　構成員としての実績は代表構成員であるものに限る。
　ア　平成２５年度以降に受注し、令和５年３月３１日までに完成し又は引渡しが完了してい
　　ること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が本件工事の予定価格の３分の
　　１以上であること。
　ウ　現有水処理能力が４万立方メートル／日以上の終末処理場内における機械器具設置工事
　　であること。
　エ　長さ１１メートル以上の沈殿池（円形を除く。）における汚泥かき寄せ機設備工事であ
　　ること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年６月１３日　午前１１時３６分

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

１　工事概要

（１）　この公告の日から令和５年５月２６日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和５年５月２９日　午前９時から正午まで

（１）　令和５年６月８日及び同月９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年６月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

　　令和５年５月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

北九州市上下水道局公告第８９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

公告する。

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
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最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

注２　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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